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条文（括弧内施行規則） 質疑 回答 

2 条 1 項 21 号 交通利便地域を調べたい 当区のホームページより確認することができ

ます。ホームページトップで「あだち地図情報提

供サービス」と検索いただき、外部サイトから

「環境整備基準等資料図」を選択してください。

黄色の円内に敷地がある、または一部敷地がか

かれば、交通利便地域内となります。 

 

2 条 長屋と共同住宅の違いは何か 長屋か共同住宅かの用途の区分については、

建築確認申請時の区分と同様となります。確認

済証を交付する機関（者）へおたずねください。 

 

企業等の寮とはなにか 当条例の企業等の寮とは、学生または建築主

と雇用関係もしくは準ずる関係にある者を入居

させるための単身者用の共同住宅と定義してお

り、家族寮を除きます。なお、寮として管理運営

されることを証する資料を示していただく必要

があります。 

 

13 条 1、4 項 

30 条 1 項 

43 条 1 項 

48 条 

ワンルーム形式住戸・住室の面積に基準は

あるか 

当条例では単身者向けの集合住宅を建築基準

法上の用途ごとに表 1 のとおり区分しており、

それぞれに基準の面積を定めています。 
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表 1 

 

 

 

用 途 住戸・住室の形式 住戸・住室の面積 

共同住宅 

ワンルームマンション 

サービス付き高齢者住宅 

25㎡以上 

企業寮・学生寮 22㎡以上 

寄宿舎 

特定寄宿舎 

（サービス付き高齢者

住宅・シェアハウス） 

18㎡以上 

※共用面積にも

基準あり 

小規模特定寄宿舎 

（シェアハウス） 

9㎡以上 

※住宅全体面積

にも基準あり 

長屋 特定長屋 25㎡以上 
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16 条 1 項 

33 条 1 項 

51 条 1 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩道を整備する目的は何か。 ゆとりある街並み空間の形成のため、及び交

通安全の向上を図るためであります。 

 

歩道の連続性がない状況であっても、整備

が必要でしょうか。 

必要です。連続性のない歩道であっても、接近

する通行車両を退けた歩行者が一時的に留まる

ことができる空間であるためです。 

 

道路の端に歩行者等が通行する路側帯が設

けられているが、この場合でも歩道の整備

は必要か。 

路側帯は、白線引きで歩行者等の通行エリア

を示しているだけであり、公共歩道には該当し

ないため、歩道の整備が必要です。 

なお、縁石やガードレール等により物理的に区

画されたものを公共歩道として扱います。 

 

設置する歩道内に植栽帯を設けてもよいか 段差のない通路幅を有効で 1ｍ以上確保して

いただければ、植栽可能です。 

 

歩道の管理は誰がするのか 自主管理になります。 

 

歩道内にごみ持出場所を設定してもよい

か。 

一時的な持出スペースであれば可能です。 

ゴミストッカー等常時設置される場合は、歩

道機能が損なわれる為、認められません。 
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16 条 

33 条 

51 条 

（14 条 1 項 1 号） 

歩道上空にバルコニーが突出してよいか 

 

歩道の上部は開放して下さい。ただし、敷地の

過半が建ぺい率 80％の地域で、歩道面からの高

さが 2.6ｍ以上の歩行空間を確保できる場合に

は、建築物等を突出させることが可能です。 

 

16 条 2 項 

33 条 2 項 

51 条 2 項 

２以上の道路に面する敷地は、面する全て

の道路に沿って歩道整備が必要か 

歩道がない全ての道路に歩道の整備が必要に

なります。ただし、緩和条件があります。以下の

項目にあてはまる場合は、ご相談ください。 

・敷地面積が200㎡未満かつ公共歩道のない道路

が2以上ある 

・行き止まり道路である 

・他条例により間口率の最低限度がある 

・道路のすみ切りに面する建物の部分 

 

16 条 

19 条 

33 条 

35 条 

51 条 

54 条 

 

歩道内に自動車駐車場以外の駐車スペース

を設けてもよいか。 

自動車駐車場以外の駐車スペースは一時的な

停留スペースである為可能です。 

附置義務の駐車場等、常時駐車される場合は、

歩道機能が損なわれる為認められません。 
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17 条 

34 条 

52 条（15 条） 

空地整備はどうしたらよいか 植栽及びベンチ等の設置に努め、道路に面す

る位置に設定してください。空地の上部は開放

されているものとします。なお、間口が狭いなど

敷地形状が特異な場合は、別途図面にてご相談

ください。面積や緩和は以下のとおりです。 

 

敷地面積×5％の空地を確保し、空地の上部を

開放する。 

ただし、建蔽率 80％の地域は 3％となります。

また、空地上部は、地盤面から 2.6ｍ以下に建物

がないこととします。 

 

18 条 

19 条 

35 条 

53 条 

54 条 

（23 条 1 項 1 号） 

窓先空地に一時駐車スペースを設けてよい

か 

各建築主事の判断になります。確認済証を交

付する機関（者）におたずねいただき、図面に反

映させてください。 

18 条 

19 条 

35 条 

53 条 

駐車場の高さはいくつか 条文に高さ寸法の規定はありません。駐車場

及び一時駐車スペースは、設計者の判断で適切

な高さを確保してください。特に駐車スペース

は、大型車両や緊急車両など条文の趣旨を考慮
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54 条 

（23 条 1 項 1 号） 

18 条、53 条 

（16 条 1 項 1、2 号） 

し、余裕のある設計をお願いいたします。 

自動車駐車場の付置義務台数を知りたい 敷地面積が200㎡以上の場合、建築物の住戸数

から算定住戸数を計算し、得た数値の戸数に応

じた駐車台数が必要となります。（表２を参照） 

なお、東京都駐車場条例が適用される場合は、

どちらも満足する台数としてください。 

表２ 

【計算例】 緩和措置のない地域で、ワンルーム

住戸（5戸）とワンルーム以外の住戸（10戸）の

マンションを建設するケースを想定します。 

（１）敷地面積200㎡以上の場合 

5戸×0.5＋10戸＝12.5 →切り上げて13戸が

算定住戸数Ａ 台数 

～24 戸 Ａ×10％ 

25 戸～34 戸 Ａ×15％ 

35 戸～39 戸 Ａ×20％ 

40 戸～44 戸 Ａ×25％ 

45 戸～ Ａ×30％ 
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算定住戸数Ａとなります。 

表２より13戸×10％＝1.3 →切り上げて2台

が自動車駐車場の附置義務台数です。 

そのほかに条例19条による駐車スペース１台

（寸法2.5ｍ×6.0ｍ）が必要ですが、自動車駐車

場の附置義務台数に含めることができます。 

 

（２）敷地面積200㎡未満の場合 

自動車駐車場の附置義務はないですが、条例

第19条による駐車スペース1台（寸法2.5ｍ×6.0

ｍ）は設置する必要があります。 

 

 

18 条 

53 条 

（16 条 1 項 4 号） 

 

 

 

身障者対応可能な駐車スペースにマークの

標示は必要か。 

集合住宅条例では（3.0ｍ×6.0ｍ）のスペース

があれば、マークの標示まで求めません。 

他の法令で求められる場合があるので、法令

を所管する機関におたずねください。 
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18 条 

19 条 

35 条 

53 条 

54 条 

（23 条 1 項 1 号） 

（16 条 2 項、同条 3項） 

敷地内に駐車場を確保することが難しい 交差点に接道があり、間口が狭いなど、敷地形

状が特異な場合は、図面にてご相談ください。 

 

隔地駐車は可能か 自動車駐車場の附置台数の 50％以下を隔地駐

車とすることが可能です。申請地から概ね 300ｍ

以内に設定し、建築計画書に予定する駐車場の

案内図を添付してください。また、完了検査時

は、契約書の写し（入居日から 1か月以上の契約

書）と実際に借りた駐車場の案内図をご提出く

ださい。 

21 条 

37 条 

 

防災備蓄倉庫の最長歩行距離 4 層以内とは

どう数えるか 

例えば、9階建ての場合は 5 階に防災倉庫があ

れば、いずれの階からも 4 層以内となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9Ｆ 

8Ｆ 

7Ｆ 

6Ｆ 

5Ｆ 防災倉庫 

4Ｆ 

3Ｆ 

2Ｆ 

1Ｆ 

① 

② 

③ 

④ 

① 

② 

③ 

④ 
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防災備蓄倉庫の面積について 

収納品について 

建物全体で「総戸数×0.1」㎡が必要となりま

す。分散した場合、１箇所あたり１㎡が必要かつ

合計した値が必要面積を満たすよう設計してく

ださい。 

なお、分散した場合はそれぞれに収納品を設

置する必要があります。 

21 条 

37 条 

隣接地にもう１棟建てる予定があるが同一

事業として条例の適用となるか 

本地と隣接地の建築主が同じ場合には、注意が

必要です。住戸及び住室の数を合算し、条例の適

用規模に達する場合は、本条例（条例第６２条）

が適用されます。ご相談ください。 

62 条 隣接地に時期を空けてもう１棟建てる予定

があるが同一事業として条例が適用される

のか。 

同一の建築主が隣接した土地において同時

に、又は引き続いて２棟以上を建築する場合に

は、注意が必要です。連続した同一の事業とみな

されて住戸及び住室の数を合算した結果、条例

の適用規模に達すると、本条例が適用されます。 

なお、１棟目が工事完了して検査済証の交付

を受ける前に２棟目の建築確認を申請するケー

スが、引き続いて建築する場合に該当します。 

62 条 

24 条 

38 条 

56 条 

（22 条） 

雨水流出抑制とは 500 ㎡以上の敷地において、短時間に大量に降

った雨を貯留し、時間差を置いて下水道施設へ

流す手法や浸透施設によって流出量を軽減する

手法を雨水流出抑制といいます。 

当区には、2 つの流域があり、中川・綾瀬川流
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域では、雨水流出抑制を義務事項とし、荒川流域

では、努める事項としています。 

 

浸透桝は使用可能か 地盤ボーリングデータの孔内水位を参考に、

雨水流出抑制施設設置基準により、決定してく

ださい。浸透施設を採用する際は、浸透能力を充

分にご検討ください。 

 なお、近傍のボーリングデータは、あだち地図

情報提供サービスにより参照できます。 

 

24 条 

38 条 

56 条 

（22 条） 

 

既製品の雨水貯留槽は使用可能か 既製品を使用することも可能です。申請書に

カタログの添付が必要となります。 

 

条文中の「努める」はどう解釈すればよい

か 

条例の適合性は、義務事項をもって判断して

いますので、義務と努める事項を使い分けてい

ます。努める事項は、設計者の判断で特別な事情

がない限り、行っていただく事項となります。 

 

令和５年６月２日 


